
京葉介護事業協同組合の強み・特色

外国人技能実習生受入れの流れ

Concept 
高齢化社会への対応、福祉施設運営の複雑化など、 

介護業界を取り巻くさまざまな課題に取り組んでいきたいと思っています。 
また、介護を通じて組合員企業と社会に貢献し、永続的な発展と国際協力にも取り組みます。 

1. 企業 、行政に精通した専門集団 
2. 外国人人財育成・活用に関する豊富な経験 
3. 信頼できる送出し機関を選定 
4. 外国人材受け入れに関する充実のサポート体制 
5. 最新かつ専門性の高い情報の提供
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実習の監理 サポート対応 相談・依頼

優良要件を満たした実習実
施者（受入企業）は、更に 
2年間の実習延長が可能。
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【送出し国】
送出し機関

事前教育の受講

日本語検定 
N4、N3合格

3年間の雇用契約

3年後、習得した技術を持って
帰国し、母国の発展に貢献。



外国人技能実習生入国後の流れについて

外国人技能実習生の介護資格取得の流れ
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監理団体で原則2ヶ月間実施（雇用関係無し）

講習後、実習実施者で実施（雇用関係有り）

入　　国

一旦帰国（原則1ヶ月以上）

帰　　国

管轄 法務省・厚生労働省 外国人技能実習機構（OTIT）へ「第1号団体監理型技能実習」の技能
実習計画の認定申請。入管へ「技能実習1号ロ」のCOE申請。

外国人技能実習機構へ「第2号団体監理型技能実習」の
技能実習計画の認定申請。 
入管へ在留資格「技能実習2号ロ」への変更申請。 
対象 : 技能検定基礎級相当の学科と実技試験合格者。

監理団体には、事業所ごとに監理責任者を設置すること、第1号団
体監理型技能実習の期間中（講習時を除く）は、毎月1回の訪問指
導を行うこと、帰国まで3ヶ月に一度の監査を行うこと、帰国まで
技能実修生からの相談に応じる等が義務付けられています。

●資格取得までのサポート体制も万
全です。入国後のオプション（有料）*
による更なるサポートも可能です。 

 
 
 

●介護福祉士合格後は、日本への永
住も可能になります 。

外国人技能実習機構へ「第3号団体監理型技能実習」の
技能実習計画の認定申請。 
入管へ在留資格「技能実習3号ロ」への変更申請。 

初級

介護技能実習

学科と実技試験の 
受験・合格必須 
日本語検定N3の 
受験・合格必須

専門級
実技試験の 
受験・合格必須

上級

介護職員初任者研修の受講

実技試験の 
受験・合格必須

在
留
期
間
更
新

在
留
期
間
更
新

対　象

 実習生 技能検定3級相当の実技試験に合
格した実習生

 監理団体 監査等を行う高い能力を有するとして
一般監理事業許可を受けた監理団体

実習実施者
技能等を習得させる高い能力があ
るとして、第3号団体監理型技能
実習に係る技能実習計画の認定を
受けた実習実施者

実務者研修の受講 

介護福祉士の受験・合格 

*グループ企業の運営する介護資格取得教室での「初任者研修」、「実務者研修」、「介護福祉士」の受験対策が可能
です。また、グループ企業の運営する日本語学校に通っ
ての日本語の勉強や検定試験対策についても、受入企業
様の場所によってはご利用いただくことが可能です。 


